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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チップ搭載領域とそれを取り囲む周辺領域とを有する第１部材と、前記チップ搭載領域
に搭載された半導体チップと、前記半導体チップを覆う第２部材とを有する半導体装置で
あって、
　前記第１部材と前記第２部材とを結合するために前記周辺領域と前記第２部材との間に
前記チップ搭載領域を全周にわたって取り囲むように枠状に配置された接着剤を備え、
　前記第１部材と前記枠状に配置された前記接着剤との間および前記第２部材と前記枠状
に配置された前記接着剤との間の少なくとも一方の一部に、前記周辺領域の内側の空間と
前記周辺領域の外側の空間とを連通させる隙間が形成されており、
　（ｅ）前記接着剤が配置された枠状領域のうち前記隙間が形成された領域における前記
第１部材の表面粗さが前記枠状領域のうち他の領域における前記第１部材の表面粗さより
も小さい、および、
　（ｆ）前記接着剤が配置された枠状領域のうち前記隙間が形成された領域における前記
第２部材の表面粗さが前記枠状領域のうち他の領域における前記第２部材の表面粗さより
も小さい、
　の少なくともいずれか一方を満たすことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　チップ搭載領域とそれを取り囲む周辺領域とを有する第１部材と、前記チップ搭載領域
に搭載された半導体チップと、前記半導体チップを覆う第２部材とを有する半導体装置で
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あって、
　前記第１部材と前記第２部材とを結合するために前記周辺領域と前記第２部材との間に
前記チップ搭載領域を全周にわたって取り囲むように枠状に配置された接着剤を備え、
　前記第１部材と前記枠状に配置された前記接着剤との間および前記第２部材と前記枠状
に配置された前記接着剤との間の少なくとも一方の一部に、前記周辺領域の内側の空間と
前記周辺領域の外側の空間とを連通させる隙間が形成されており、
　前記接着剤が配置された枠状領域のうち前記隙間が形成された領域における前記周辺領
域と前記第２部材との間隔が前記枠状領域のうち他の領域における前記周辺領域と前記第
２部材との間隔より小さい、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　前記接着剤が配置された枠状領域のうち前記隙間が形成された領域における前記接着剤
の幅が前記枠状領域のうち他の領域の幅よりも狭い、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　（ｇ）前記第１部材は、前記接着剤が配置された枠状領域のうち前記隙間が形成された
領域に撥液処理が施されている、および、
　（ｈ）前記第２部材は、前記接着剤が配置された枠状領域のうち前記隙間が形成された
領域に撥液処理が施されている、
　の少なくともいずれか一方を満たすことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記間隙は、前記第１部材および前記第２部材の少なくとも一方と前記接着剤との間に
配置されている、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１部材は、前記チップ搭載領域を有する板部材と、前記周辺領域を有する枠状部
材と、前記板部材と前記枠状部材とを結合するために前記板部材の前記チップ搭載領域を
全周にわたって取り囲むように枠状に配置された第２接着剤とを含む、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第２部材は、前記半導体チップを覆う板部材と、枠状部材と、前記板部材と前記枠
状部材とを結合するために前記板部材に枠状に連続的に配置された第２接着剤とを含む、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記板部材と前記第２接着剤との間および前記枠状部材と前記第２接着剤との間の少な
くとも一方の一部に、前記周辺領域の内側の空間と前記周辺領域の外側の空間とを連通さ
せる隙間が形成されている、
　ことを特徴とする請求項６又は７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記半導体チップは、固体撮像チップである、
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の半導体装置と、
　前記半導体装置から出力される信号を処理する処理部と、
　を備えることを特徴とするカメラ。
【請求項１１】
　チップ搭載領域とそれを取り囲む周辺領域とを有する第１部材と、前記チップ搭載領域
に搭載された半導体チップと、前記半導体チップを覆うように前記第１部材に固定された
第２部材とを有する半導体装置の製造方法であって、
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　前記チップ搭載領域に前記半導体チップが搭載された前記第１部材の前記周辺領域と前
記第２部材とを接着剤で接着する接着工程と、
　前記接着工程において前記接着剤が硬化を開始した後に前記第１部材と前記第２部材と
の間に応力を発生させることにより、前記第１部材と前記接着剤との間および前記第２部
材と前記接着剤との間の少なくとも一方の一部に、前記周辺領域の内側の空間と前記周辺
領域の外側の空間とを連通させる隙間を形成する応力印加工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記接着工程は、前記周辺領域と前記第２部材との間に前記チップ搭載領域を全周にわ
たって取り囲むように前記接着剤を配置する配置工程を含み、
　前記配置工程では、前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域におけ
る前記接着剤の幅が前記接着剤を配置する領域のうち他の領域における前記接着剤の幅よ
りも狭くなるように前記接着剤を配置する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記接着工程は、前記周辺領域と前記第２部材との間に前記チップ搭載領域を全周にわ
たって取り囲むように前記接着剤を配置する配置工程を含み、
　前記配置工程において前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域にお
ける前記周辺領域と前記第２部材との間隔が前記接着剤を配置する領域のうち他の領域に
おける前記周辺領域と前記第２部材との間隔よりも小さい、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記接着工程は、前記周辺領域と前記第２部材との間に前記チップ搭載領域を全周にわ
たって取り囲むように前記接着剤を配置する配置工程を含み、
　（ａ）前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域における前記第１部
材の表面粗さが前記接着剤を配置する領域のうち他の領域における前記第１部材の表面粗
さよりも小さい、および、
　（ｂ）前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域における前記第２部
材の表面粗さが前記接着剤を配置する領域のうち他の領域における前記第２部材の表面粗
さよりも小さい、
　の少なくとも一方を満たすことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項１５】
　前記接着工程は、前記周辺領域と前記第２部材との間に前記チップ搭載領域を全周にわ
たって取り囲むように前記接着剤を配置する配置工程と、前記接着剤を硬化させる硬化工
程と、を含み、
　前記硬化工程では、前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域におけ
る前記接着剤の硬化率が前記接着剤を配置する領域のうち他の領域における前記接着剤の
硬化率よりも低くなるように、前記接着剤を硬化させる、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　（ｃ）前記第１部材は、前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域に
撥液処理が施されている、および、
　（ｄ）前記第２部材は、前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域に
撥液処理が施されている、
　の少なくとも一方を満たすことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項１７】
　前記接着工程は、前記周辺領域と前記第２部材との間に前記チップ搭載領域を全周にわ
たって取り囲むように前記接着剤を配置する配置工程を含み、
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　前記配置工程において前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域にお
ける前記周辺領域と前記第２部材との間隔が前記接着剤を配置する領域のうち他の領域に
おける前記周辺領域と前記第２部材との間隔よりも小さくなるように、前記周辺領域の表
面が湾曲している、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記接着工程は、前記周辺領域と前記第２部材との間に前記チップ搭載領域を全周にわ
たって取り囲むように前記接着剤を配置する配置工程を含み、
　前記配置工程では、前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域におけ
る前記接着剤の幅が前記接着剤を配置する領域のうち他の領域における前記接着剤の幅よ
りも狭くなるように前記接着剤を配置し、
　前記製造方法は、
　（ａ）前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域における前記第１部
材の表面粗さが前記接着剤を配置する領域のうち他の領域における前記第１部材の表面粗
さよりも小さい、および、
　（ｂ）前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域における前記第２部
材の表面粗さが前記接着剤を配置する領域のうち他の領域における前記第２部材の表面粗
さよりも小さい、
　の少なくとも一方を満す、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記接着工程は、前記周辺領域と前記第２部材との間に前記チップ搭載領域を全周にわ
たって取り囲むように前記接着剤を配置する配置工程を含み、前記配置工程では、前記接
着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域における前記接着剤の幅が前記接着
剤を配置する領域のうち他の領域における前記接着剤の幅よりも狭くなるように前記接着
剤を配置し、
　前記製造方法は、
　（ｃ）前記第１部材は、前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域に
撥液処理が施されている、および、
　（ｄ）前記第２部材は、前記接着剤を配置する領域のうち前記隙間を形成すべき領域に
撥液処理が施されている、
　の少なくとも一方を満す、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記応力印加工程は、前記接着工程の終了後に実施される、
　ことを特徴とする請求項１１乃至１９のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記応力印加工程は、前記第１部材および前記第２部材の少なくとも一方を加熱する工
程を含む、
　ことを特徴とする請求項１１乃至２０のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記半導体チップは、固体撮像チップである、
　ことを特徴とする請求項１１乃至２１のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法、ならびにカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　デジタルカメラや携帯電話に用いられるＣＣＤやＣＭＯＳ等の固体撮像装置として、
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中空形状のパッケージに固体撮像チップを搭載し、ワイヤーボンディング等の配線接続を
した後に、透明な蓋部材を接着剤で固定して気密封止した構造が用いられている。
【０００３】
　　固体撮像装置では、使用環境や経時時間に応じて、接着剤の部分を通して徐々に水分
が中空内部に侵入し、これによって中空内部の水蒸気量が高まってしまうという現象が起
こりうる。そのため、固体撮像装置が温度差の大きい環境間を往来すると、透明な蓋部材
の内側や固体撮像チップの上に結露が生じてしまい、所望の画像を得られないという問題
があった。
【０００４】
　　特許文献１には、パッケージ本体とガラス板との接着部の一部に接着剤を塗布しない
部分を設け、この部分を通気部分として、パッケージの内部と外部との空気流通を可能に
することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１２４５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　パッケージ本体とガラス板とを接着するために使用される接着剤の厚さが薄すぎると応
力耐性が低下して環境温度の変化で剥離やすくなり、厚すぎると耐湿性が低下する。そこ
で、通常は、接着剤の厚さは、５～３０ミクロン程度に調整される。したがって、特許文
献１のようにパッケージ本体とガラス板との接着部の一部に接着剤を塗布しない部分を設
けると、パッケージ本体とガラス板との隙間が５～３０ミクロンとなり、これと同サイズ
以下のパーティクルがパッケージの内側空間に侵入しうる。近年の固体撮像装置における
画素サイズは１～５ミクロン程度であるので、画素サイズよりも大きいパーティクルが画
素上に付着しうる。
【０００７】
　パッケージの内側空間へのパーティクルの侵入は、例えば、ＬＥＤなどのような半導体
装置においても問題になりうる。
【０００８】
　本発明は、上記の課題認識を契機としてなされたものであり、半導体チップが配置され
た内側空間と外側空間との通気を可能にしつつ内側の空間へのパーティクルの侵入を低減
するために有利な技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の１つの側面は、チップ搭載領域とそれを取り囲む周辺領域とを有する第１部材
と、前記チップ搭載領域に搭載された半導体チップと、前記半導体チップを覆うように前
記第１部材に固定された第２部材とを有する半導体装置の製造方法に係り、該製造方法は
、前記チップ搭載領域に前記半導体チップが搭載された前記第１部材の前記周辺領域と前
記第２部材とを接着剤で接着する接着工程と、前記接着工程において前記接着剤が硬化を
開始した後に前記第１部材と前記第２部材との間に応力を発生させることにより、前記第
１部材と前記接着剤との間および前記第２部材と前記接着剤との間の少なくとも一方の一
部に、前記周辺領域の内側の空間と前記周辺領域の外側の空間とを連通させる隙間を形成
する応力印加工程と、を含む。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、半導体チップが配置された内側空間と外側空間との通気を可能にしつ
つ内側の空間へのパーティクルの侵入を低減するために有利な技術が提供される。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】第１実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図２】第１実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図３】第１実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図４】第２実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図５】第３実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図６】第４実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図７】第５実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図８】第６実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図９】第７実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【図１０】第７実施形態の半導体装置およびその製造方法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。
【００１３】
　[第１実施形態]
　図１を参照しながら本発明の第１実施形態の半導体装置およびその製造方法を説明する
。ここでは、一例として、固体撮像装置ＩＳおよびその製造方法を説明する。まず、固体
撮像装置ＩＳの構成を説明する。固体撮像装置ＩＳは、チップ搭載領域１０１とそれを取
り囲む周辺領域１０２とを有する第１部材１と、チップ搭載領域１０１に搭載された固体
撮像チップ（半導体チップ）２と、固体撮像チップ２を覆うように第１部材１に固定され
た第２部材５とを有する。第１部材１の周辺領域１０２と第２部材５とは、接着剤４によ
って接着されている。第１部材１と接着剤４との間および第２部材５と接着剤４との間の
少なくとも一方の一部に、周辺領域１０２の内側の空間（以下、内側空間）６と周辺領域
１０２の外側の空間（以下、外部空間）とを連通させる隙間７が形成されている。固体撮
像チップ２は、内側空間６に配置されている。内側空間６は、例えば、第１部材１のチッ
プ搭載領域１０１の表面を含む平面への周辺領域１０２の正射影の内側に対応する空間で
ある。
【００１４】
　以下、固体撮像装置ＩＳの製造方法を説明する。まず、図１（ａ）に示す工程では、第
１部材（基体）１を準備する。第１部材１は、固体撮像チップ２を搭載するためのチップ
搭載領域１０１と、チップ搭載領域１０１を取り囲む周辺領域１０２とを含む。第１部材
１は、固体撮像チップ２を収容するための凹部１０３を有し、チップ搭載領域１０１は、
凹部１０３の底面に配置されうる。第１部材１は、例えば、セラミック、ガラスエポキシ
、又は、プラスチック樹脂等の樹脂材料で構成されうる。図１に示す例では、第１部材１
が凹部１０３を有するが、第１部材１は凹部１０３を有していなくてもよい。その場合に
は、第２部材５が凹部を有する形状を有しうる。
【００１５】
　次いで、図１（ｂ）に示す工程では、第１部材１のチップ搭載領域１０１上に固体撮像
チップ２を搭載する。固体撮像チップ２は、複数の受光素子（光電変換素子）を有する画
素領域３を含む。画素領域３には、例えば、カラーフィルタ、平坦化膜およびマイクロレ
ンズを更に含みうる。固体撮像チップ２は、例えば、ＣＣＤイメージセンサ又はＣＭＯＳ
イメージセンサでありうる。固体撮像チップ２のボンディングパッド（不図示）と、第１
部材１に設けられたリード（不図示）とは、金属ワイヤ等の導電体（不図示）で接続され
うる。この接続は、貫通電極等で行われてもよく、金属ワイヤに限定されない。
【００１６】
　次いで、図１（ｃ）および図１（ｄ）に例示される接着工程が実施される。まず、図１
（ｃ）に示す工程において、チップ搭載領域１０１を全周にわたって取り囲むように第１
部材１の周辺領域１０２に接着剤４を塗布する。即ち、接着剤４は、それが配置された領
域が枠状領域を形成するように配置される。接着剤４は枠形状を有する。枠形状は、閉ル
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ープ形状であればよく、例えば、矩形形状であってもよいし、矩形形状以外の形状であっ
てもよい。接着剤４は、例えば、紫外線を受けることによって硬化する紫外線硬化樹脂、
又は、加熱されることによって硬化する熱硬化樹脂でありうるが、他の種類の接着剤であ
ってもよい。接着剤４の塗布は、例えば、印刷法、又は、ディスペンサー法によって塗布
されうる。接着剤４は、第１部材１の代わりに第２部材５に塗布されてもよいし、第１部
材１および第２部材５の双方に塗布されてもよい。
【００１７】
　図１（ｄ）に示す工程では、第１部材１の上に第２部材５を配置する（この工程を配置
工程と呼ぶことができる。）。これにより、第１部材１の周辺領域１０２と第２部材５と
の間にチップ搭載領域１０１を全周にわたって取り囲むように接着剤４が配置された構造
が得られる。図１（ｄ）に示す工程ではまた、接着剤４を硬化させることによって、第１
部材１と第２部材５とを接着する（この工程を硬化工程と呼ぶことができる）。ここで、
接着剤４が紫外線硬化樹脂である場合には、接着剤４に紫外線を照射することによって接
着剤４を硬化させることができる。接着剤４が熱硬化樹脂である場合には、接着剤４を加
熱することによって接着剤４を硬化させることができる。第２部材５は、透明部材であり
、例えば、ガラス又は水晶で構成されうる。第１部材１と第２部材５とを接着することに
より、内側空間６と外部空間とが分離される。
【００１８】
　図１（ｅ）に示す工程では、第１部材１と第２部材５との間に応力を発生させる（この
工程を応力印加工程と呼ぶことができる。）。これにより、第１部材１と接着剤４との間
および第２部材５と接着剤４との間の少なくとも一方の一部に、周辺領域１０２の内側空
間６と周辺領域１０２の外側空間とを連通させる隙間７が形成される。第１部材１と第２
部材５との間の応力は、第１部材１および第２部材５の少なくとも一方を加熱することに
よって発生させることができる。例えば、固体撮像チップ２を収容した第１部材１および
第２部材５を含むパッケージを加熱炉３１の中で加熱することによって応力を発生させる
ことができる。
【００１９】
　固体撮像チップ２を収容した第１部材１および第２部材５を含むパッケージを加熱する
ことにより、第１部材１と第２部材５との線膨張係数の違いによって第１部材１と第２部
材５との間に応力が発生する。この応力は、第１部材１と接着剤４との間および第２部材
５と接着剤４との間にも作用する。これにより、第１部材１と接着剤４との間および第２
部材５と接着剤４との間にせん断応力が印加される。このせん断応力により、第１部材１
と接着剤４との間および第２部材５と接着剤４との間の少なくとも一方の一部で剥離（接
着界面の破壊）が生じ、隙間７が形成される。
【００２０】
　接着剤４が熱硬化樹脂である場合においては、接着剤４の熱硬化温度よりも高い温度を
接着剤４に印加することで隙間７を形成することができる。一方、カラーフィルタやマイ
クロレンズ等が変形や変色等を起こさない温度であることが必要である。そこで、隙間７
を形成するための応力を発生させるための温度は、１００～３００℃の範囲内であること
が好ましい。また、接着剤４が紫外線硬化樹脂である場合も、同様の温度範囲内の温度を
採用することができる。
【００２１】
　応力印加工程は、接着工程の終了後に開始されてもよいが、接着工程の終了前に開始さ
れてもよい。ただし、応力印加工程を接着工程の終了前に開始する場合は、第１部材１と
接着剤４との間および第２部材５と接着剤４との間の少なくとも一方の一部で剥離を引き
起こすために、応力印加工程は、接着剤４が硬化を開始した後に開始される必要がある。
【００２２】
　応力印加工程は、例えば、第１部材１に対して第２部材５を相対的に移動させるように
第１部材１および第２部材５に力を印加することによって第１部材１と第２部材５との間
に応力を発生させる工程であってもよい。



(8) JP 6067262 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

【００２３】
　以下、応力の印加による隙間の形成方法を更に具体的に説明する。図２（ａ）は、応力
印加工程前の固体撮像装置ＩＳの平面図、図２（ｂ）は、応力印加工程前の固体撮像装置
ＩＳの断面図（図２（ａ）のＸＸ’断面図）である。図２（ｃ）は、応力印加工程後の固
体撮像装置ＩＳの平面図、図２（ｄ）は、応力印加工程後の固体撮像装置ＩＳの断面図（
図２（ｃ）のＸＸ’断面図）である。
【００２４】
　図２（ａ）、（ｂ）に示されているように、応力印加工程の前では、接着剤４が配置さ
れた領域では、第１部材１と第２部材５とが接着剤４によって接着（結合）されている。
接着剤４は、第１部材１の周辺領域１０２と第２部材５との間にチップ搭載領域１０１を
全周にわたって取り囲むように配置されている。領域Ａは、応力の印加（例えば、加熱に
よる応力の印加）によって剥離を引き起こさせることが予定されている領域である。界面
Ａ１は、第２部材５と接着剤４との界面、界面Ａ２は、第１部材１と接着剤４との界面で
ある。
【００２５】
　図２（ｃ）、（ｄ）に示されているように、応力印加工程の後では、第１部材１と接着
剤４との間および第２部材５と接着剤４との間の少なくとも一方の一部に隙間７が形成さ
れている。この隙間７を通して内側空間６と外側空間とが連通する。領域Ｂは、領域Ａに
おける接着剤４が第１部材１および／または第２部材５から剥離した領域、即ち隙間７が
形成された領域である。図２（ａ）～（ｄ）に示す例では、隙間７が形成された領域Ｂは
、接着剤４が第１部材１および／または第２部材５から剥離しているものの、接着剤４が
部分的に第１部材１および／または第２部材５に接触している領域である。
【００２６】
　接着剤４が配置された領域のうち領域Ｂ以外の領域では、第１部材１と第２部材５とが
接着剤４によって接着されている。接着剤４は、応力印加工程の後においても、第１部材
１の周辺領域１０２と第２部材５との間にチップ搭載領域１０１を全周にわたって取り囲
むように（即ち、枠状領域が維持されるように）配置されている。なお、図２（ｄ）では
、界面Ｂ１およびＢ２のうち界面Ｂ２の一部（点線の部分）において接着剤４が剥離する
ことにより隙間７が形成されていることが模式的に示されている。領域Ｂの数は、少なく
とも１つであればよい。領域Ｂは、例えば、角部に形成されやすい。
【００２７】
　領域Ｂに形成された隙間７により、内側空間６に水分が侵入したとしても、該隙間を通
して水分が外側の空間に排出されうる。第１実施形態では、隙間７は、第１部材１および
／または第２部材５からの接着剤４の剥離によって形成されているが、接着剤４は固体撮
像チップ２を取り囲むように（即ち、枠状領域を形成するように）配置されている。よっ
て、接着剤を部分的に取り除いた場合や接着剤を塗布しない部分を形成した場合に比べて
、隙間の寸法は極めて小さい。したがって、外側空間から内側空間６へのパーティクルの
侵入は低減される。
【００２８】
　以下、図３を参照しながら応力印加工程によって形成される隙間の他の例を説明する。
図３（ａ）は、応力印加工程前の固体撮像装置ＩＳの平面図、図３（ｂ）は、応力印加工
程前の固体撮像装置ＩＳの断面図（図３（ａ）のＸＸ’断面図）である。図３（ｃ）は、
応力印加工程後の固体撮像装置ＩＳの平面図、図３（ｄ）は、応力印加工程後の固体撮像
装置ＩＳの断面図（図３（ｃ）のＸＸ’断面図）である。
【００２９】
　図３（ｃ）、（ｄ）に示されているように、応力印加工程の後では、第１部材１と接着
剤４との間および第２部材５と接着剤４との間の少なくとも一方の一部に隙間７が形成さ
れている。領域Ｂは、領域Ａにおける接着剤４が第１部材１および／または第２部材５か
ら剥離した領域、即ち隙間７が形成された領域である。図３（ａ）～（ｄ）に示す例では
、隙間７が形成された領域Ｂは、接着剤４が第１部材１および／または第２部材５から剥
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離されて、第１部材１および／または第２部材５から完全に離隔した領域である。
【００３０】
　図３（ａ）～（ｄ）に示す例では、図２（ａ）～（ｄ）に示す例よりも隙間の寸法が大
きいが、接着剤を部分的に取り除いた場合や接着剤を塗布しない部分を形成した場合に比
べて、隙間の寸法は極めて小さい。したがって、外側空間から内側空間６へのパーティク
ルの侵入は低減される。
【００３１】
　［第２実施形態］
　図４を参照しながら本発明の第２実施形態を説明する。なお、第２実施形態として言及
しない事項は、第１実施形態に従いうる。第２実施形態では、応力印加工程による隙間の
形成を容易にするために、接着剤を配置する領域が改良されている。
【００３２】
　図４（ａ）は、応力印加工程前の固体撮像装置ＩＳの平面図、図４（ｂ）は、応力印加
工程前の固体撮像装置ＩＳの断面図（図４（ａ）のＸＸ’断面図）である。図４（ｃ）は
、応力印加工程後の固体撮像装置ＩＳの平面図、図４（ｄ）は、応力印加工程後の固体撮
像装置ＩＳの断面図（図４（ｃ）のＸＸ’断面図）である。
【００３３】
　領域Ａは、接着剤４を配置する枠状領域のうち隙間７を形成すべき領域である。領域Ｂ
は、領域Ａにおける接着剤４が第１部材１および／または第２部材５から剥離した領域、
即ち隙間７が形成された領域である。第２実施形態では、接着剤４を配置する枠状領域の
うち隙間７を形成すべき領域Ａにおける接着剤４の幅が該枠状領域のうち他の領域におけ
る接着剤４の幅よりも狭くなるように、接着剤４が配置される。したがって、領域Ｂに容
易に隙間を形成することができる。また、隙間が形成される領域を領域Ａ内に制限するこ
とが容易になる。なお、領域Ａは角部でなくてもよく、また、少なくとも１つあればよい
。
【００３４】
　[第３実施形態]
　図５を参照しながら本発明の第３実施形態を説明する。なお、第３実施形態として言及
しない事項は、第１実施形態に従いうる。第３実施形態では、応力印加工程による隙間の
形成を容易にするために、第１部材１の周辺領域１０２と第２部材２との間隔が決定され
ている。
【００３５】
　図５（ａ）は、応力印加工程前の固体撮像装置ＩＳの平面図、図５（ｂ）は、応力印加
工程前の固体撮像装置ＩＳの断面図（図５（ａ）のＸＸ’断面図）である。図５（ｃ）は
、応力印加工程後の固体撮像装置ＩＳの平面図、図５（ｄ）は、応力印加工程後の固体撮
像装置ＩＳの断面図（図５（ｃ）のＸＸ’断面図）である。
【００３６】
　領域Ａは、接着剤４を配置する枠状領域のうち隙間７を形成すべき領域である。領域Ｂ
は、領域Ａにおける接着剤４が第１部材１および／または第２部材５から剥離した領域、
即ち隙間７が形成された領域である。第３実施形態では、接着剤４を配置する枠状領域の
うち隙間７を形成すべき領域Ａにおける周辺領域１０２と第２部材５との間隔が該枠状領
域のうち他の領域における周辺領域１０２と第２部材５との間隔よりも小さい。これによ
り、隙間を形成すべき領域Ａにおける接着剤４の変形可能量が他の領域よりも小さくなる
ので、領域Ｂに容易に隙間を形成することができる。また、隙間７が形成される領域を領
域Ａ内に制限することが容易になる。第１部材１の周辺領域１０２と第２部材２との間隔
の調整は、周辺領域１０２の表面形状および第２部材２の表面形状の少なくとも一方の調
整によって行いうる。例えば、当該間隔の調整は、（ａ）領域Ａにおいて周辺領域１０２
を他の領域よりも突出させることにより、又は、（ｂ）領域Ａにおいて第２部材を他の領
域分より突出させることにより、又は、（ｃ）その双方により行うことができる。
【００３７】
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　［第４実施形態］
　図６を参照しながら本発明の第４実施形態を説明する。なお、第４実施形態として言及
しない事項は、第１実施形態に従いうる。第４実施形態では、応力印加工程による隙間の
形成を容易にするために、第１部材１の周辺領域１０２の表面粗さが改良されている。
【００３８】
　図６（ａ）は、応力印加工程前の固体撮像装置ＩＳの平面図、図６（ｂ）は、応力印加
工程前の固体撮像装置ＩＳの断面図（図６（ａ）のＸＸ’断面図）である。図６（ｃ）は
、応力印加工程後の固体撮像装置ＩＳの平面図、図６（ｄ）は、応力印加工程後の固体撮
像装置ＩＳの断面図（図６（ｃ）のＸＸ’断面図）である。
【００３９】
　領域Ａは、接着剤４を配置する枠状領域のうち隙間７を形成すべき領域である。領域Ｂ
は、領域Ａにおける接着剤４が第１部材１から剥離した領域、即ち隙間７が形成された領
域である。第４実施形態では、接着剤４を配置する枠状領域のうち隙間７を形成すべき領
域Ａにおける周辺領域１０２の表面粗さが該枠状領域のうち他の領域における周辺領域１
０２の表面粗さよりも小さい。これにより、領域Ａ内の界面Ａ２における周辺領域１０２
と接着剤４との結合強度を他の部分における周辺領域１０２と接着剤４との結合強度より
も小さくすることができる。したがって、応力の印加によって領域Ｂに容易に隙間を形成
することができる。
【００４０】
　領域Ａにおける周辺領域１０２の表面粗さを他の領域における周辺領域１０２の表面粗
さよりも小さくする方法としては、例えば、他の領域を粗面化する方法や、領域Ａを研磨
によって平坦化する方法がある。
【００４１】
　上記の例では、領域Ａにおける第１部材１（周辺領域１０２）の表面粗さを他の領域お
ける第１部材１（周辺領域１０２）の表面粗さより小さくしている。これに代えて、領域
Ａにおける第２部材５の表面粗さを他の領域における第２部材５の表面粗さより小さくし
てもよい。
【００４２】
　上記のとおり、領域Ａにおける表面粗さは他の領域の表面粗さよりも小さいことが好ま
しが、領域Ａにおける表面粗さはパーティクルを捕獲するために十分な程度の表面粗さを
有することが好ましい。例えば、領域Ａにおける表面粗さは、Ｒａで数ミクロンレベルの
凹凸の表面粗さを有していることが好ましい。第１部材１がセラミックで構成される場合
は、一般的には、セラミックは数ミクロンレベルの表面粗さを有しているので、領域Ａと
してそのまま利用することが好ましい。この場合、他の領域を粗面化することになる。
【００４３】
　［第５実施形態］
　図７を参照しながら本発明の第５実施形態を説明する。なお、第５実施形態として言及
しない事項は、第１実施形態に従いうる。第５実施形態では、接着工程（硬化工程）にお
いて、接着剤を配置する枠状領域のうち隙間を形成すべき領域における接着剤の硬化率が
該枠状領域のうち他の領域における接着剤の硬化率よりも低くなるように接着剤を硬化さ
せる。これにより、応力印加工程において、隙間を形成すべき領域に容易に隙間を形成す
ることができる。
【００４４】
　図７（ａ）は、応力印加工程前の固体撮像装置ＩＳの平面図、図７（ｂ）は、応力印加
工程前の固体撮像装置ＩＳの断面図（図７（ａ）のＸＸ’断面図）である。図７（ｃ）は
、応力印加工程後の固体撮像装置ＩＳの平面図、図７（ｄ）は、応力印加工程後の固体撮
像装置ＩＳの断面図（図７（ｃ）のＸＸ’断面図）である。
【００４５】
　領域Ａは、接着剤４を配置する枠状領域のうち隙間７を形成すべき領域である。接着工
程（硬化工程）において、接着剤４を配置する枠状領域のうち領域Ａにおける接着剤４の
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硬化率が該枠状領域のうち他の領域における接着剤４の硬化率よりも低くなるように接着
剤４を硬化させる。領域Ｂは、領域Ａにおける接着剤４が第１部材１から剥離した領域、
即ち隙間７が形成された領域である。
【００４６】
　応力印加工程の開始時点において、領域Ａにおける接着剤４の硬化率が他の領域におけ
る接着剤４の硬化率よりも低いので、領域Ａにおける接着剤４と第１部材１および第２部
材５との結合強度は、他の領域における結合強度よりも弱い。したがって、応力印加工程
では、領域Ａにおいて接着剤４を第１部材１および／または第２部材５から容易に剥離さ
せて隙間７を形成することができる。
【００４７】
　ここで、領域Ａにおける接着剤４の硬化率を他の領域における接着剤４の硬化率よりも
低くする方法としては、種々の方法を採用することができる。接着剤４が紫外線硬化樹脂
である場合は、例えば、領域Ａを半透明膜で覆った状態で接着剤４に紫外線を照射すれば
よい。接着剤４が熱硬化樹脂である場合には、領域Ａを熱伝導率の低い物質で覆った状態
で接着剤４を加熱すればよい。硬化率は、例えば、ＤＳＣ（差走査熱量測定）又はＴＭＡ
（熱機械分析）等の熱分析方法によって評価することができる。応力印加工程の開始時に
おける領域Ａにおける接着剤４の硬化率は、例えば８０％以下でありうる。
【００４８】
　応力印加工程によって隙間７が形成された後に、未硬化の接着剤４を硬化させてもよい
。ここで、接着剤４が熱硬化樹脂であり、応力印加工程が加熱工程を含む場合には、未硬
化の接着剤４は応力印加工程において硬化する。
【００４９】
　［第６実施形態］
　図８を参照しながら本発明の第６実施形態を説明する。なお、第６実施形態として言及
しない事項は、第１実施形態に従いうる。第６実施形態では、接着剤を配置する領域のう
ち隙間を形成すべき部分における第２部材５に撥液処理をすることにより、該撥液処理さ
れた部分と接着剤４との結合強度を弱める。これにより、応力印加工程において、隙間を
形成すべき部分に容易に隙間を形成することができる。
【００５０】
　図８（ａ）は、応力印加工程前の固体撮像装置ＩＳの平面図、図８（ｂ）は、応力印加
工程前の固体撮像装置ＩＳの断面図（図８（ａ）のＸＸ’断面図）である。図８（ｃ）は
、応力印加工程後の固体撮像装置ＩＳの平面図、図８（ｄ）は、応力印加工程後の固体撮
像装置ＩＳの断面図（図８（ｃ）のＸＸ’断面図）である。
【００５１】
　領域Ａは、接着剤４を配置する枠状領域のうち隙間７を形成すべき領域である。領域Ａ
では、第２部材５が撥液処理されている。例えば、領域Ａでは、第２部分５に撥液性を有
する膜８が形成されている。領域Ｂは、領域Ａにおける接着剤４が第２部材５側（膜８）
から剥離した領域、即ち隙間７が形成された領域である。
【００５２】
　撥液性を有する膜８としては、領域Ａにおける接着剤４の接触角が他の領域における接
着剤４の接触角よりも大きくなる膜であればよい。このような膜８としては、例えば、フ
ッ素を最表面に有するＡＲ（反射防止）コーティング膜、又は、シリコーン樹脂コーティ
ング等を挙げることができる。
【００５３】
　上記の例では、第２部材５に撥液処理が施されているが、第１部材１に撥液処理を施し
てもよい。
【００５４】
　［第７実施形態］
　図９および図１０を参照しながら本発明の第７実施形態を説明する。なお、第７実施形
態として言及しない事項は、第１実施形態に従いうる。第７実施形態では、接着剤を配置
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する枠状領域のうち隙間を形成すべき領域における周辺領域１０２と第２部材５との間隔
が当該枠状領域のうち他の領域における周辺領域１０２と第２部材５との間隔よりも小さ
くなるように周辺領域１０２の表面が湾曲している。これにより、隙間７を形成すべき領
域Ａにおける接着剤４の変形可能量が他の領域よりも小さくなるので、領域Ａに容易に隙
間７を形成することができる。また、隙間７が形成される領域を領域Ａ内に制限すること
が容易になる。
【００５５】
　以下、図９を参照しながら周辺領域１０２の表面が湾曲した第１部材１を形成する方法
を例示的に説明する。まず、図９（ａ）に示すように、板状部材９および枠状部材１０を
準備する。板状部材９および枠状部材１０は、例えば、セラミックや、ガラスエポキシ、
プラスチック樹脂等の樹脂、又は、金属で構成されうるが、枠状部材１０の線膨張係数が
板状部材９の線膨張係数よりも大きくなるよう材料が選択されうる。例えば、板状部材９
は、配線層を有する線膨張係数７ｐｐｍ程度のセラミック基板で構成され、枠状部材１０
は、線膨張係数９～１１ｐｐｍ程度の金属で構成されうる。
【００５６】
　図９（ｂ）に示すように、板状部材９と枠状部材１０とで結合されて第１部材１が形成
されうる。ここで、板状部材９と枠状部材１０とは、熱硬化樹脂からなる接着剤によって
結合されうる。この場合、板状部材９および枠状部材１０が接着のために加熱された後に
常温に戻るときに、線膨張係数が大きい枠状部材１０の収縮が板状部材９の収縮よりも大
きい。その結果、板状部材９および枠状部材１０とで構成される第１部材１は、枠状部材
１０の４つの角部が板状部材９とは反対側に突出するように湾曲しうる。
【００５７】
　以下、図１０を参照しながら固体撮像装置ＩＳの製造方法を説明する。図１０（ａ）～
（ｄ）は、図９のＹＹ’断面であり、左側がＹ側、右側がＹ’側である。角部である右側
（Ｙ’側）の表面高さが左側（Ｙ側）の表面高さよりも高い。
【００５８】
　図１０（ａ）に示す工程では、第１部材１のチップ搭載領域１０１上に固体撮像チップ
２を搭載する。固体撮像チップ２は、複数の受光素子（光電変換素子）を有する画素領域
３を含む。
【００５９】
　次いで、図１０（ｂ）および図１０（ｃ）に例示される接着工程が実施される。まず、
図１０（ｂ）に示す工程において、チップ搭載領域１０１を全周にわたって取り囲むよう
に第１部材１の周辺領域１０２に接着剤４を塗布する。この工程の詳細は、第１実施形態
に従いうる。図１０（ｃ）に示す工程では、第１部材１の上に第２部材５を配置する（配
置工程）。これにより、第１部材１の周辺領域１０２と第２部材５との間にチップ搭載領
域１０１を全周にわたって取り囲むように接着剤４が配置された構造が得られる。図１０
（ｃ）に示す工程ではまた、接着剤４を硬化させることによって第１部材１と第２部材５
とを接着する（硬化工程）。
【００６０】
　前述のように、第１部材１の周辺領域１０２は、角部である右側（Ｙ’側）の表面高さ
が他の領域における表面高さよりも高い。ここで、角部は、隙間７を形成すべき部分であ
る。第１部材１に第２部材５を重ねた状態において、角部における接着剤４の厚さが他の
領域における接着剤４の厚さよりも薄い。つまり、第７実施形態によれば、図９に例示さ
れる工程で作製された第１部材１を使用することによって、隙間７を形成すべき領域であ
る角部における接着剤４の厚さが他の領域における接着剤４の厚さよりも薄い構造を得る
ことができる。第７実施形態では、第３実施形態と同様の原理により、角部に隙間７を形
成することができる。
【００６１】
　図１０（ｄ）に示す工程では、第１部材１と第２部材５との間に応力を発生させる（応
力印加工程）。これにより、第１部材１と接着剤４との間および第２部材５と接着剤４と
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外側の外側空間とを連通させる隙間７が形成される。第１部材１と第２部材５との間の応
力は、例えば、第１部材１および第２部材５の少なくとも一方を加熱することによって発
生させることができる。例えば、固体撮像チップ２を収容した第１部材１および第２部材
５を含むパッケージを加熱炉３１の中で加熱することによって応力を発生させることがで
きる。
【００６２】
　以上の第１乃至第７実施形態は、それらの全部又は一部を相互に組み合わせて実施され
てもよい。例えば、第２実施形態と第６実施形態との組み合わせ、又は、第２実施形態と
第４実施形態との組み合わせが好適である。
【００６３】
　第１部材１は、チップ搭載領域１０１を有する板部材と、周辺領域１０２を有する枠状
部材と、該板部材と該枠状部材とを結合するために該板部材のチップ搭載領域１０１を全
周にわたって取り囲むように枠状に配置された第２接着剤とで構成されてもよい。この場
合において、第２部材５は、板形状を有してもよいし、チップ搭載領域１０１に対向する
部分に凹部を有してもよい。第２部材５は、半導体チップを覆う板部材と、枠状部材と、
外板部材と該枠状部材とを結合するために該板部材に枠状に連続的に配置された第２接着
剤とで構成されてよい。この場合において、第１部材１は、板形状を有してよいし、凹部
１０３を有してもよい。
【００６４】
　上記の板部材と上記の第２接着剤との間、および、上記の枠状部材と上記の第２接着剤
との少なくとも一方の一部に、周辺領域１０２の内側の空間と周辺領域１０２の外側の空
間とを連通させる隙間が形成されうる。
【００６５】
　［第８実施形態］
　第１乃至第７実施形態では、本発明の半導体装置およびその製造方法を固体撮像装置お
よびその製造方法に適用した例であるが、本発明は、他の種類の半導体装置およびその製
造方法にも適用可能である。本発明の半導体装置およびその製造方法は、例えば、中空の
パッケージの中にＬＥＤチップが配置された半導体装置（発光装置）に適用することがで
きる。
【００６６】
　[第９実施形態]
　以下、上記の第１乃至第７実施形態に係る固体撮像装置の応用例として、該固体撮像装
置が組み込まれたカメラについて例示的に説明する。カメラの概念には、撮影を主目的と
する装置のみならず、撮影機能を補助的に備える装置（例えば、パーソナルコンピュータ
、携帯端末）も含まれる。カメラは、上記の実施形態として例示された本発明に係る固体
撮像装置と、該固体撮像装置から出力される信号を処理する処理部とを含む。該処理部は
、例えば、Ａ／Ｄ変換器、および、該Ａ／Ｄ変換器から出力されるデジタルデータを処理
するプロセッサを含みうる。
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